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はじめに 
 

 本県では、自然災害をはじめ、突発的な危機事象に対して、組織が即座に必

要な対応ができるよう、平成１５年に危機管理を担当する所管組織を創設する

とともに、各部局の連携のもと、全庁をあげて対処する「高知県危機管理本部」

の組織と運営について規定し、危機管理の対応にあたってきました。 

 

 これまで、ＳＡＲＳや高病原性鳥インフルエンザなど、海外や県外で様々な

危機事象が発生する中、平成２０年の硫化水素をはじめ、平成２１年の新型イ

ンフルエンザや昨年の口蹄疫といった、本県に直接影響を及ぼす事象が発生し

たことで、庁内における初動から本部体制まで、実際の対応に基づく貴重な経

験が得られました。 

 また、この３月１１日には東北地方太平洋沖地震が発生し、津波による直接

的な影響はもとより、二次的な影響への対応も行っているところです。 

これらの事象を経験する中で危機管理に対する庁内での意識が高まるとと

もに、対応の中でも特に、危機事象発生時における速やかな職員の参集や協議、

関係者における役割分担の整理など、「本部設置に至るまでの初動の重要性」

について再認識したところです。 

 

 この度、こうした貴重な経験の検証をもとに、県の組織的な対応や実践力の

向上など、速やかに対応できる危機に強い県庁組織づくりに資することを目的

に「高知県危機管理指針」を策定し、危機管理体制の再構築を図ることとしま

した。 

 

 今後は、この指針のもと、県民の生命、身体及び財産を守るため、危機事象

への対処を、関係者と連携しながら、県庁組織をあげて迅速かつ適切に対応し

てまいります。 

 

 

  平成２３年３月３１日 

 

 

高 知 県 知 事  尾 﨑 正 直   
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第 1章  総 則 
 
１ 趣 旨 
 （１）目 的 

    この指針は、県民の生命、身体及び財産を守るため、県内で危機事象が発

生し、又は発生するおそれのある場合に備え、県の組織的な対応の基本的な

枠組みを示し、これに基づき実践力を高めることで、危機事象に速やかに対

応できる「危機に強い県庁組織」づくりに資することを目的とする。 

 
 
 
 （２）定 義 

 この指針において、次のように定義する。 
 「危機事象」とは、県民の生命、身体又は財産に、直接的かつ重大な被害
が生じ、又は生じるおそれのある緊急事態をいう。 

 「危機管理」とは、この緊急事態による被害の発生防止や最小化、並びに、
影響範囲の拡大防止に向けた対処活動のことをいう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （３）指針の適用を受ける部局等 

 この指針で定められた各項目に基づき、平時から事後対応まで「危機管理」
にあたる部局は、総務部、危機管理部、健康政策部、地域福祉部、文化生

活部、産業振興推進部、交通運輸政策担当理事所管（以下、「交通運輸担

当」という。）、商工労働部、観光振興部、農業振興部、林業振興・環境部、

水産振興部、土木部、会計管理局、公営企業局、教育委員会とする。 
 県警察は、具体名称で示された項目については、この指針により「危機管
理」にあたる。 

 各部局と県警察は、危機管理部を中心に情報共有や連携を図り、「危機管
理」に万全を期する。 

 
 
 

【参考：法律における「危機管理」の定義】 
 内閣法（昭和２２年１月１６日法律第五号）第１５条によると、「危機管理」

とは「国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがあ

る緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止」をいうとされている。 
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２ 対象とする危機事象の範囲及び類型 
 この指針が対象とする危機事象の範囲は、財政、経済及び県組織の運営危機等、
県民の生命、身体又は財産に対し、直接的に影響を及ぼさない事象を除き、以

下の３類型とする。 
 

    ：指針により 
     危機管理を行う範囲 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

「国民保護法」武力攻撃事態等における 
国民の保護のための措置に関する法律 

 
 この指針と他計画の重複する範囲の考え方は次のとおりとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

危機管理指針による対応 地域防災計画による対応 国民保護計画による対応 

危機事象発生 

判断不可 判断不可 

発生初期 

状況把握後 

事後対策 

未発生期 

 

                        

 

 

 

 

 

 

新型インフルエンザ 
高病原性鳥インフルエンザ 等 

爆発事案 等 

弾道ミサイル攻撃や大規模テロなど

の武力攻撃事態や緊急対処事態 

高知県国民保護計画 
に基づき対策を実施 

高知県地域防災計画

に基づき対策を実施 

風水害、地震、津波 等 

有害物質 
危険物 等 

危機管理指針に基 

づき対策を実施 
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 想定される主な危機事象の類型及び計画等は次のとおりとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 想定される主な危機事象の例は次のとおりとする。 
 この項は、この指針の付属資料として別添資料１により整理するとともに、
指針の見直しとは別に、随時、危機事象の追加、削除を行う。 

高病原性鳥インフルエンザ 

口蹄疫 

その他の重大家畜伝染病 

大規模火災 
（林野火災等） 

着上陸侵攻、 
弾道ミサイル攻撃等 

核兵器、生物兵器、 
化学兵器攻撃等 

大規模集客施設等への攻撃 
（爆発物、生物・化学剤等） 

大規模災害 
 

大規模事故 
 

高知県地域防災計画 

高知県国民保護計画 

高知県危機管理指針 

武力攻撃事態 

ＮＢＣ攻撃 

緊急対処事態 

流出油災害 
（海上及び陸上） 

その他 
（危険物災害、大規模事故） 

重大な感染症 
（新型インフルエンザ等） 

毒物・劇物による重大な健康被害 

その他の重大な健康被害 

爆発による大規模災害 

硫化水素発生事案 

想定外の危機事象 

地震（津波）災害 

風水害 

航空事故 

鉄道事故 

海上事故 

道路事故 

放射性物質の大量放出 

重大な家畜伝染病 

重大な健康被害 

その他の 
重大な危機事象 

（他計画との重複あり） 
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第２章 事前対策 
 
１ 危機の事前防止 

 危機事象は、発生時期の予測が極めて困難なことに加え、想定外の事象が発生
することも有り得ることから、その際の応急活動を「迅速かつ適切に対処」す

るためには、各部局が危機管理意識を常に持ちながら、平時の業務を遂行する

ことが重要となる。 
 各部局は、海外や県外で前例のある危機事象については平時に日頃から情報収
集を行い、その原因や本県における発生の可能性について検証し、必要な対応

策を講じるとともに、未だ発生していないが、発生の可能性を有する危機事象

については、対応策の研究・探究に努める。 
 
 
 
２ 危機管理意識の向上 
 （１）職員の心構え 

 平時から「最悪の事態を想定し、最善策を講じる。」という意識を持つよ
う心がけるとともに、常に、こうした意識の向上に努める。 

 
 （２）組織の心構え 

 各部局は、組織として危機事象に対応できるよう、起こりうる事態を想定
するとともに、組織や動員体制、対処手順等について常に点検を行う。 

 各部局は、危機事象への訓練を実施するなど、職員の危機管理意識の向上
を図る。 

 危機管理部は、各部局の実施する訓練等の支援を行うとともに、必要に応
じ、全庁的な研修を実施する。 

 
 （３）県民に対する啓発 

 各部局は、必要に応じ、所管する危機事象の発生防止、被害軽減、風評被
害の防止などを図るため、関係部局や関係機関と連携し、具体的な危機事

象への対応について、県民に迅速かつ効果的な普及、啓発を行う。 
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３ 危機管理体制の整備 
 （１）基本的考え方 

 危機管理は、情報を集約し、共有するとともに、明確な方針を定め、全庁
的な調整のもとに活動することに加え、関係機関との協力により、被害の

発生防止や拡大防止に、迅速かつ適切に対応することが重要となる。 
 また、発生した危機事象に関して、専門的知識を踏まえ「適切」に対応す
ること、その適切な対応に「責任」を持って対応すること、人的資源（動

員体制等）により「継続」的に対応することが重要となる。 
 危機事象発生時には、全庁体制のマネジメントを着実に実施して対応する
こととし、そのための事前の備えとして、危機に強い県庁組織づくりに努

めることとする。 
 
 （２）役 割 
  【各部局の基本的な役割】 

危機管理部 
の対応 

 各部局と連携し、情報の集約と共有にあたる。 
 全庁的な危機管理を総括し、本部の方針を決め、全庁の総
合調整を行う。 

 所管部局に対して、危機管理的な視点による助言や支援を
行うとともに、部局や関係機関との調整を図る。 

 発生した危機事象の所管部局が不明確で、特定、又は、決
定できない時点においては、所管部局として初動対応等の

役割を担い、危機管理にあたる。 
 危機事象の状況把握後は、知事又は副知事の命により、危
機管理部長が調整、決定した部局を所管部局とし、連携し

て危機管理にあたる。 

所管部局 
の対応 

 所管部局が明確な危機事象は、危機管理部と連携し、危機
管理にあたる。 

 担当課のみで対応するのではなく、所管部局のもつ専門知
識や人的資源を十分に活用し、部局を挙げて危機管理にあ

たる。 
 危機事象に備えるため、あらかじめ計画やマニュアルの作
成、資機材の確保、訓練の実施等にあたる。 

 計画やマニュアルに基づく対応のほか、必要に応じ、当該
部局の長等をトップとする対策組織を設置して危機管理

にあたる。 

その他の部局 
の対応 

 発生した危機事象への対応において、直接的に関わりのあ
る部局は、所管部局の対処活動に対する支援を行う。 

 発生した危機事象に直接的に関わりのない部局において
も、全庁的な対応が必要な場合は、危機管理部の調整のも

と所管部局と連携を図りながら、一定の役割を担うものと

する。 
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【組織的対応レベルに応じた各部局の主な役割】 
 危機事象ごとに、組織的対応レベルの移行時期等は異なると考えられる
ため、下表での対応項目を基本に、所管部局が作成する計画やマニュア

ル等によりあらかじめ整理を行うものとする。 
   部 局 

 

対応レベル 

危機管理部 所管部局 他部局 

レベル０ 

所管部局対応 

（未発生時） 

・連絡体制等の整備 

・所管部局との調整 

・庁内協議等への対応 

・マニュアル等の整備 

・所管部局のﾏﾆｭｱﾙ作

成への助言、支援及

び作成報告受理 

・資機材整備 

・訓練の実施と支援 

・連絡体制等の整備 

・マニュアル等の整備

と危機管理部への

報告 

・庁内や関係機関との

事前調整 

・資機材整備 

・訓練の実施 

・連絡体制等の整備 

・所管部局との調整 

・訓練への協力 

レベル１ 

所管部局対応 

・所管部局未確定時の

初動対応（所管部局

の決定含む） 

・危機管理的な視点に

よる支援 

・庁内協議等への対応 

（参集と協議） 

・マニュアル等で対応 

・部局での対策組織設

置（ﾏﾆｭｱﾙ等で整理） 

・広報体制構築 

・庁内協議等への対応

（参集と協議） 

・情報共有 

・庁内協議への対応

（参集と協議） 

レベル２ 

部局間連携 

による対応 

・所管部局未確定時の

初動対応（所管部局

の決定含む） 

・危機管理的な視点に

よる総合調整 

・庁内協議等への対応 

・マニュアル等で対応 

・関係部局との連携、

調整 

・部局での対策組織設

置（ﾏﾆｭｱﾙ等で整理） 

・広報体制構築 

・庁内協議等への対応 

・情報共有 

・庁内協議等への対応 

・関係部局等による所

管部局の支援 

レベル３ 

危機管理本部 

体制での対応 

・レベル２での対応 

・全庁協議等への対応 

・本部事務局（運営） 

・部局間の調整支援 

・レベル２での対応 

・全庁協議等への対応 

・本部事務局（対処状

況等のまとめ、報告） 

・レベル２での対応 

・全庁協議への対応 

・所管部局の支援 

・特命事項への対応 

・情報の収集、分析及び伝達に関すること 

・初動対応及び応急対応に関すること 

・関係機関との連絡調整に関すること 

・県民に対する広報に関すること 

・必要な場合は現地本部の設置                等 
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（３）危機管理調整責任者等の整備 
  ①部局（危機管理部を除く。）の危機管理調整責任者の整備 

 平時に部局内の危機管理を推進するとともに、危機事象の発生時等には、
関係部局や関係機関と連携し、迅速かつ適切に対処活動を行うため、危

機管理調整責任者を１名置く。 
 危機管理調整責任者は、部局の副部長相当職（公営企業局は次長（総括）、
教育委員会は教育次長（総括）、交通運輸担当は運輸政策課長）をもっ

て充てる。 
 各部局は、決定した危機管理調整責任者について、別添様式１により危
機管理部へ報告を行う。 
※４月１日付けの人事異動については、発表の日から起算して勤務日

４日を経過しないうちに毎年度報告するとともに、その後、人事異

動等により報告内容に変更が生じた場合は、その都度遅滞なく報告

を行う。 
 主な役割は次のとおりとする。 
・部局の所管する危機管理における平時の総合調整 
・危機事象発生時における部局間及び他機関との総合調整 

   ②危機管理調整総括責任者の整備 
 危機管理調整責任者と同様の役割を担うとともに、同責任者を総括する
危機管理調整総括責任者を１名置く。 

 危機管理調整総括責任者は、危機管理部副部長をもって充てる。 
   ③部局（危機管理部を除く。）の危機管理連絡員の整備 

 危機管理調整責任者を補佐し、危機管理の推進や危機事象発生時等の連
絡調整を行うため、危機管理連絡員（以下「連絡員」という。）を２名

置く。 
 各部局は、各部局の危機管理連絡員を、主管課の課長補佐及び総務（若
しくは部内取りまとめ）担当チーフを基本に決定する。 
※但し、各部局で特に適任者として認める者がいる場合は、その者を

危機管理連絡員として決定することができる。 
 各部局は、決定した危機管理連絡員について、別添様式１により危機管
理部へ報告を行う。 
※４月１日付けの人事異動については、発表の日から起算して勤務日

４日を経過しないうちに毎年度報告するとともに、その後、人事異

動等により報告内容に変更が生じた場合は、その都度遅滞なく報告

を行う。 
 当該危機管理連絡員は、危機管理課の職務を兼務（公営企業局及び教育
委員会は併任）し、主に次の役割を担う。 
・危機事象が発生し、又は発生の恐れのある場合の緊急連絡の受理及び

参集 
・各部局の察知した危機事象の第一報を危機管理部へ連絡 
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・部局内の情報共有及び危機管理部との総合窓口 
 部局の危機管理において担うことが望ましい役割は次のとおりとする。 
・危機管理調整責任者の補佐（指示対応） 
・部局の対策の取りまとめ及び報告 

   ④危機管理本部設置時の対応 
 各部局（危機管理部を除く。）は、本部設置時の連絡体制等を確保する
ため、本部連絡員及び各課連絡員を、それぞれ２名以上置く。 

       ※県警察は、本部連絡員のみ２名置く。 
 本部連絡員の決定にあたっては、本部設置前の対応を引き継ぐため、危
機管理連絡員との重複を基本とする。 
※但し、各部局で特に適任者として認める者がいる場合は、その者を

本部連絡員として決定することができる。 
 本部連絡員は、緊急時の連絡や報告、情報共有や協議のための会議（以
下「本部連絡員会議」という。）への出席を行うとともに、危機事象の

状況に応じ、各部局における本部の特命事項への対応や本部事務局員と

しての対応を行う。 
 各課連絡員は、緊急時の連絡対応を行うとともに、危機事象の状況に応
じ、各部局における本部の特命事項等への対応を行う。 

 
 【各連絡員の関係図】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平時～発生 本部設置後 

危機管理連絡員会議 

連絡調整 

参集 
参集 

切替 

移行 

危機管理部 

本部連絡員 
※危機管理連絡員との

重複が基本 

連絡調整 

危機管理本部（本部会議） 

特命対応 
事務局員対応 

本部連絡員会議 

危機管理連絡員 各課連絡員 
特命対応 

 

連携 

連絡調整 

幹事会 

※本部長が別に定める者 
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（４）緊急連絡体制及び動員体制の整備 

 各部局は、迅速な対応に向け、年度当初に、夜間や休日を含めた２４時間
緊急連絡名簿を整備し、危機事象発生時の参集に備えるとともに、人事異

動等を踏まえた修正を適宜行う。 
 各部局は、危機事象が発生し、又は発生の恐れのある場合に、危機管理連
絡員のいずれも参集できないことを想定し、あらかじめ複数名による参集

体制を確立する等、危機管理連絡員に代わる者が確実に参集できる体制を

確保するとともに、その体制について別添様式１により危機管理部へ報告

を行う。 
※４月１日付けの人事異動については、発表の日から起算して勤務日４日

を経過しないうちに毎年度報告するとともに、その後、人事異動等によ

り報告内容に変更が生じた場合は、その都度遅滞なく報告を行う。 
 各部局は、危機管理部との連絡体制を確保するため、危機管理本部の本部
員及び本部連絡員、各課の連絡員並びに各部局の理事・副部長・主管課長

等について、それぞれ別添様式２から４により危機管理部へ報告を行う。 
※危機管理部は別途、県警察に対し、様式２の報告を求める。 
※４月１日付けの人事異動については、発表の日から起算して勤務日４

日を経過しないうちに毎年度報告するとともに、その後、人事異動等

により報告内容に変更が生じた場合は、その都度遅滞なく報告を行う。 
 各部局は、危機管理活動を実施するために必要な人員について、長期間に
わたる対応を想定し、その視点を持った動員表を作成するとともに、必要

に応じて増員できる体制を確保する。 
 
（５）部局長会議の開催 

 危機事象が発生、又は発生するおそれがあり、知事を本部長とした本部の
設置が想定される場合等は、その対策を迅速かつ適切に実施するため、庁

内での情報共有や連携を目的とする部局長会議を必要に応じ開催する。 

 会議の進行役は危機管理部長とし、県警察本部長、教育長、公営企業局長、

各部局長、理事（交通運輸担当）をもって構成するとともに、必要に応じ、

知事、副知事の出席を求める。 

 会議は、所管部局長等からの開催要請により、若しくは必要に応じ、危機
管理部長が構成員の招集等を行い開催する。 

 会議は、個人情報を含む場合やその後の対応に支障を生じる場合等を除き、
原則公開とする。 

 
（６）危機管理調整責任者会議の設置及び開催 

 危機事象に備え、平時から部局間の情報共有を図り、その対策について協
議するとともに、発生時には迅速かつ適切に対処するため、部局間の調整

を図ることを目的とする危機管理調整責任者会議を設置する。 
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 危機管理調整責任者会議の議長は危機管理調整総括責任者とし、各部局の
危機管理調整責任者をもって構成するとともに、必要に応じ、県警察の関

係課長等の出席を依頼する。 
 会議は、所管部局からの開催要請により、若しくは必要に応じ、議長が構
成員を招集し開催する。 

 
（７）危機管理連絡員会議の設置及び開催等 

 危機事象に備え、平時から部局間の情報共有を図るとともに、危機管理調
整責任者会議及び部局長会議の補佐的な位置付けとして、対策の詳細協議

や連携調整を行うことを目的とする危機管理連絡員会議を設置する。 
 危機事象の発生時には、迅速かつ適切な対処に向け、危機管理活動におけ
る各部局の基本的な役割分担を、所管業務を基本としながら協議するため、

速やかに開催する。 
 危機管理連絡員会議の議長は危機管理課課長補佐とし、危機管理連絡員を
もって構成するとともに、必要に応じ、県警察の関係課職員の出席を依頼

する。 
 会議は、危機事象発生時のほか、所管部局からの開催要請、若しくは必要
に応じ、議長が構成員等を招集し開催する。 

 危機管理本部設置の後は、同一の危機事象に関する危機管理連絡員会議は
本部連絡員会議として位置付けを替える。 
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４ マニュアル等の整備 
 各部局は、予防対策や応急対策、事後対策を迅速かつ適切に行うため、所管す
る危機事象を掌握し、危機事象ごとに発生段階を表すフェーズや組織的対応レ

ベルを必要に応じて設定するとともに、対策の手順や関係部局の役割、関係機

関との連携等を示した行動計画やマニュアルを作成する。 
【整理すべき主な項目】 
 項   目 内    容 

 

 基本 ◆発生段階を表すフェーズや組織的対応レベ

ルの設定（設定の要否は所管部局判断） 

・単独部局⇒複数部局⇒本部体制 

・本部設置は危機管理課と要協議 

◆終息期における組織体制移行の基準 

・本部体制⇒複数部局⇒単独部局（課） 

行

動

計

画

に

お

け

る

基

本

項

目 

総則 ・目的   ・方針 

連絡体制の整備 ・各部局の緊急連絡体制 

・関係部局及び関係機関の緊急連絡体制 

・危機管理部への緊急連絡（報告）体制 

事前対策 ・職員の参集、動員体制の整備 

・資機材等の備蓄 

・広報体制の構築 

・訓練の実施 

応急対策 ・情報の収集、分析と伝達 

・職員の参集、動員 

・被害者への対応 

・被害の拡大防止 

・関係機関との情報共有、連携 

・風評被害の防止、抑制 

・広報の実施 

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
整
備 

事後対策 ・復旧活動の内容 

・安全確認と周知 

・風評被害の防止、抑制 

・対応の評価 

・計画等の見直し 

 

 
 危機管理調整総括責任者及び危機管理調整責任者は、所属部局の行動計画やマ
ニュアルの整備推進を図り、作成後は、全庁的な危機管理を総括する危機管理

部に提出（危機管理部を除く。）するとともに、適宜見直しを所管課等に指示す

るなど、その管理を行う。 
 

フ
ェ
ー
ズ
及
び
組
織 
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５ 関係機関との連携等 

 各部局は、整備した行動計画やマニュアルの実効性を高めるため、関係機関と
平時から情報交換を図るなど、円滑な関係の構築に努める。 

 各部局は、行動計画やマニュアルに基づく対応のほか、必要に応じ、他都道府
県をはじめ、県内関係機関との応援協定等を締結するなど、危機管理の実効性

向上に努める。 
 
 
６ 資機材の整備 

 各部局と県警察は、所管又は関係する危機事象の対応に必要な資機材の整備を
図る。 

 備蓄に適さないものは、関係事業者等と事前に協定を締結するなど、危機事象
が発生した際に、速やかに調達できる体制の確保を図る。 

 
 
７ 広報体制の整備 

 各部局は、所管する危機事象の発生時等における広報体制を、作成する行動計
画やマニュアル等において、あらかじめ整備する。 

 各部局は、県民や報道機関等に対して、正確かつ速やかに情報提供が行えるよ
う、危機管理課、関係部局及び総務部広報広聴課と調整を図る。 

 
 
８ 訓練の実施 

 各部局は、整備した行動計画やマニュアルに即した行動がとれるよう、単独、
若しくは、関係部局や関係機関と連携・協力し、図上又は実動による実践的な

訓練を実施する。 
 危機管理部は、各部局で予定している訓練について把握するとともに、各部局
の行う全庁的な訓練の実施について支援する。 

 各部局は、訓練実施後に評価・検証を行い、必要に応じて行動計画やマニュア
ルの見直しを図る。 
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第３章 応急対策 
 
１ 情報の収集・伝達 
 （１）速やかな対応 

 各部局は、察知した危機事象の第一報を危機管理部へ連絡する。 
 連絡を受けた危機管理部は、部内伝達とともに、必要に応じ、所管部局や
関係部局、県警察、市町村、消防機関等、所管する関係機関へ情報伝達を

行う。 
 所管部局及び関係部局は、情報収集活動や関係機関への伝達を速やかに行
い、被害状況の把握や原因解明に努めるとともに、状況に応じて、関係市

町村や県警察、消防機関、医療機関等、関係機関と密接な連携を図る。 
 
 （２）収集、取りまとめる情報 

 関係部局は、被害等の状況を早期に把握し、適切な危機管理活動を行うた
め、主に次の情報について速やかに把握する。 

      ・危機事象発生時の状況に関すること（５W１Hで把握） 
      ・被害の発生状況に関すること 
      ・今後の被害拡大の予測に関すること 
      ・県や関係機関の行った応急活動の状況に関すること 
      ・地域住民の避難等の状況に関すること 
      ・その他、特に留意すべき事項に関すること 
 
 （３）情報の集約、分析と共有 

 関係部局は、状況に応じ、位置関係を表示する地図を活用し、収集した情
報の集約・分析を行うとともに、整備した行動計画やマニュアルのもと、

応急対策における方針を決定する。 
 関係部局は、専門家や専門機関から意見を聞くなど、原因の解明とともに、
早期に対処方法を究明する。 

 集約、分析した情報については、危機管理部を含む関係部局間で速やかに
共有する。 

 
 
２ 実施体制及び協議体制の確立（参集体制等） 
 （１）危機管理部職員の対応 

 あらかじめ定めた動員計画により職員は参集し、以下の対応を行う。 
      ・危機管理連絡員との連絡調整 
      ・庁内や関係機関との連絡調整 

・部内の連絡調整 
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 （２）危機管理連絡員の参集及び会議の開催 
 各部局の危機管理連絡員は、危機管理部から連絡を受けた後は速やかに参
集する。（参集は各部局１名） 
※危機管理連絡員のいずれも参集できない場合は、各部局があらかじめ

確立した参集体制に基づき参集する。 
 危機管理課課長補佐は、必要に応じ、県警察の関係課職員に危機管理連絡
員会議への出席を依頼する。 

 参集後は、速やかに危機管理連絡員会議を開催し、現在の状況について情
報共有を行うとともに、今後の対応について協議する。 

 
 （３）各部局の職員の動員 

 各部局は、必要に応じ、あらかじめ定めた動員計画に基づき職員を参集し、
対処活動に従事する。 

 
 （４）危機管理調整責任者等の参集及び会議の開催 

 発生、又は発生兆候のある危機事象が、今後、部局長会議の開催や知事を
本部長とした本部の設置が想定される状況にあり、あらかじめ警戒体制や

対策協議等の調整を行う必要のある場合は、危機管理調整総括責任者の招

集要請により危機管理調整責任者は参集し、危機管理調整責任者会議を開

催する。 
 危機管理調整総括責任者は、必要に応じ、県警察の関係課長等に危機管理
調整責任者会議への出席を依頼する。 

 
 （５）部局長会議の開催 

 発生、又は発生兆候のある危機事象が、今後、知事を本部長とした本部の
設置が想定される状況にあり、全庁的な警戒体制や対策協議等を行う必要

のある場合は、危機管理部長の招集要請により各部局長、教育長、県警察

本部長は参集し、会議を開催する。 
 危機管理部長は、必要に応じ、知事、副知事の出席を求める。 

 
 （６）本部の設置 

 「災害対策本部」及び「国民保護対策本部、緊急対処事態対策本部」は、
それぞれ災害対策基本法と高知県地域防災計画、国民保護法と高知県国民

保護計画に基づき知事が設置する。 
 「危機管理本部」は、高知県危機管理本部設置要綱（以下、「本部設置要
綱」という。）第２条（別添資料２参照）に基づき知事が設置する。 
※設置にあたっては、あらかじめ作成した行動計画やマニュアルに基づ

くほか、危機事象の内容や程度、その他の状況等を踏まえて、その都

度、総合的に判断する 
 危機管理本部の設置にあたって、災害対策本部及び国民保護対策本部等と
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の関係は、次のとおりとする。 
ａ）本部設置は、法に基づく災害対策本部、国民保護対策本部等の設

置を基本とする 

ｂ）災害対策基本法に規定されている異常な自然現象により生ずる災

害の場合は、災害対策本部を設置する 

ｃ）災害対策基本法に規定されている災害のうち、ｂ以外の場合にあ

っては、その都度、危機管理本部又は災害対策本部を設置するか、

個別に判断する 

ｄ）国民保護法に基づき、国民保護対策本部等を設置すべき県との指

定を受けたときは、国民保護対策本部等を設置する 

ｅ）ｄの国民保護対策本部等を設置すべき県との指定を受けていない

が、武力攻撃災害等が発生し、又は発生するおそれのある場合にあ

っては、その都度、危機管理本部又は災害対策本部を設置するか、

個別に判断する 

ｆ）災害対策基本法及び国民保護法の規定に該当しないと判断される

危機事象の場合は、危機管理本部を設置する 

ｇ）危機管理本部を設置中に、同一の危機事象に関して、新たに災害

対策本部又は国民保護本部等が設置された場合は、危機管理本部は

自動的に廃止し、当該業務は、新たに設置された本部に引き継ぐ 
 
 
【各本部の関係図】 
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【各本部の特徴】 

 災害対策本部 国民保護対策本部等 危機管理本部 

設置根拠 

◇県地域防災計画 
 ・災対本部条例 
 ・災対本部規程 

◇県国民保護計画 

 ・国民保護等本部条例 

 ・国民保護等本部規程 

◇県危機管理指針 
 ・本部設置要綱 

対 象 の 
災  害 

・異常な自然現象 

・大規模な火事、爆発 

・武力攻撃災害 
・緊急対処事態における災

害 

・法適用以外の災害も対応

可 

・県民の生命、身体、財産

の保護 
・放射性物質の大量の放出 

・多数の者の遭難を伴う船

舶の沈没 

・その他の大規模な事故 

・テロ事件に起因して発生

した災害も法の適用あり 

適 用 の 
条  件 

・県内で発生した、若しく

は発生する恐れのある災

害 

・防災の推進を図るため必

要がある場合 

・県地域防災計画の定める

ところにより設置 

・武力攻撃が迫り、若しく

は現に武力攻撃が発生し

た、又は要避難地域若し

くは避難地域を含む場合

等において武力攻撃事態

等に対処するため、国民

保護対策本部等を設置す

べき県との指定を受けた

場合 

・県国民保護計画の定める

ところにより設置 

・県民の生命、身体及び財

産に、直接的かつ重大な

被害が生じ、又は生じる

おそれのある緊急事態

が発生した場合 

・本県以外の地における発

生であっても、多数の本

県民の生命等が脅かさ

れる場合 

・あらかじめ作成した行動

計画やマニュアルに基

づくほか、危機事象の内

容や程度、その他の状況

等を踏まえて、その都度

、総合的に判断して設置 

権 限 

・交通規制、避難指示、通

信設備の優先使用等、種

々の権限 

 

・警報通知、避難指示、避

難住民等の救援、武力攻

撃災害の防除又は拡大の

防止等、種々の権限 

・事実行為としての依頼や

、既存の権限で対応 

・個別法が適用できる場合

は、当該法令の権限を活

用 
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 （７）危機管理本部会議の開催 
 発生、又は発生兆候のある危機事象に対し、本部設置要綱第５条（別添資
料２参照）に掲げる内容について協議する必要のある場合は、本部長の招

集要請により副本部長、本部員は参集し、会議を開催する。 
 本部長は、本部設置要綱第７条（別添資料２参照）に基づき、会議に学識
経験者、関係機関の職員の参画を求めることができる。 

 会議は、個人情報を含む場合やその後の対応に支障を生じる場合等を除き、
原則公開とする。 

 
 （８）危機管理本部の幹事会の設置及び開催 

 本部長は、本部設置要綱第６条及び同条第２項（別添資料２参照）に基づ
き、本部の下に幹事会を設置し、その組織及び運営に関する事項を定める

ことができる。 
 会議は、個人情報を含む場合やその後の対応に支障を生じる場合等を除き、
原則公開とする。 

 
 （９）危機管理本部の解散 

 「危機管理本部」は、危機事象に収束、落ち着きが見られ、全庁的対処の
必要性がない状態に至ったと判断したときは、本部設置要綱第９条（別添

資料２参照）に基づき速やかに解散するとともに、その後の対応は所管部

局に引き継ぐ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【実施体制及び協議体制】

　

　

 報告等

幹事会

※本部長が、必要と認めるときに設置
※本部長が別に定める者

本部連絡員会議

※危機管理連絡員との重複を
　基本に各部局で定めた者

　　速やかに開催

※本部設置後は本部
連絡員会議へ移行

○開催基準
　　所管部局からの要請等
○役　割
　　情報共有と対策協議・調整

危機管理連絡員会議

危機管理調整責任者会議

○開催基準
　　所管部局からの要請等
○役　割
　　情報共有と対策協議

議　 長：危機管理調整総括責任者
構成員：危機管理調整責任者
　※必要に応じ、県警関係課長等
　　の出席を求める

議　 長：危機管理課長補佐
構成員：危機管理連絡員
　※必要に応じ、県警の関係課
　　室職員の出席を求める

　　　　 本 部 長 　：　知　事
　　　　 副本部長　：　副知事
　　　　 本 部 員　 ：　警察本部長、教育長、公営企業局長、
　　　　　　　　　　　　　各部局長、理事（交通運輸政策担当）

　　　　　○設置基準
　　　　　　　　知事が、必要あると認めるとき
　　　　　○役　　割
　　　　　　　　重大な危機事象への全庁的、総合的な対応

所管部局の対策組織

組織の長 ： 部局長等

○設置基準
　　マニュアルに基づく等
○役　　割
　　総合的な対策

部局長会議

　議 　長　：　危機管理部長
　構成員　：　警察本部長、教育長、公営企業局長、
　　　　　　　　各部局長、理事（交通運輸政策担当）
　　　　※必要に応じ、知事、副知事の出席を求める

○開催基準
　　危機事象が発生、又は恐れがあり、本部
　　の設置が想定される場合等
○役　　割
　　全庁的な情報共有と連携

高知県○○○危機管理本部 （本部会議）

危機管理のための協議

・マニュアル策定

・広報体制 等

平時 兆候～発生

必要に応じ

開催

  18
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３ 応急対策の実施 
 （１）各部局の基本的な対応 
   ①危機管理部 

 所管部局があらかじめ定めた行動計画やマニュアルによる応急対策の
支援のほか、必要に応じ、関係部局間の調整を支援する。 

 本部設置の後は、必要に応じ、本部会議を開催するとともに、所管部局
と共に事務局の運営を行う。 

   ②所管部局 
 あらかじめ定めた行動計画やマニュアルに基づき、速やかに応急対策を
実施する。 

 本部設置の後は、危機管理部と共に事務局の運営を行う。 
   ③その他の部局 

 所管部局があらかじめ定めた行動計画やマニュアルによるほか、必要に
応じ、所管部局と連携しながら応急対策を実施する。 

 
 （２）被害者への対応 

 関係部局は、所管部局があらかじめ定めた行動計画やマニュアルによる対
応のほか、被害の状況や救助活動の状況を把握し、医療機関や消防機関、

自衛隊等、関係機関との連絡調整を図るとともに、応援要請等を実施する。 
 
 （３）被害の拡大防止 

 各部局は、所管部局があらかじめ定めた行動計画やマニュアルによるほか、
次の対応について検討し、危機管理にあたる。 
ａ）所管部局は、危機事象の発生原因となった機器や施設等について、安

全確認を行い、危険性が認められる場合は、速やかに使用禁止等、必

要な措置を講じるとともに、対処方法等について、県民や関係機関等

に、速やかに周知する。 
ｂ）関係部局は、危機事象の内容に応じ、有効な避難場所や方法、予防策

等について、市町村や関係機関に情報提供等の支援を行う。 
ｃ）関係部局は、二次災害を防止するため、現地で応急対策にあたる要員

の安全確保に留意する。 
 
 （４）関係機関との情報共有等 

 関係部局は、現地情報を収集するため、関係機関との連携を図るとともに、
必要に応じ、現地に職員を派遣する。 

 
 （５）風評被害の防止、軽減 

 所管部局は、危機事象により、直接的に影響を受ける風評被害を未然に防
止、又は軽減するため、危険性に関する正確な情報を、速やかに庁内で共

有するとともに、県民等に対して広報活動を実施する。 
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 所管部局及び関係部局は、風評被害が発生した場合には、その早期解消を
図るため、相談窓口の設置、ホームページへの掲載、報道機関と連携した

積極的な情報提供活動など、応急的措置を実施する。 
 
 
４ 広報の実施 
 （１）広報体制の構築 
  【基本的な考え方】 

 所管部局は、あらかじめ作成した行動計画やマニュアルに基づく対応の
ほか、関係部局や総務部広報広聴課と協議・連携し、速やかに広報でき

る体制を直ちに構築する。 
 危機管理部は、危機事象の発生初動期で所管部局が不明確、かつ、未決
定の時点においては、関係部局や総務部広報広聴課と協議・連携し、速

やかに広報できる体制を直ちに構築する。 
 所管部局及び関係部局は、部局における広報内容の総括を行う広報責任
者を置く。 

 報道機関等に対して広報を実施する部局は、危機管理部へ広報内容の事
前提供を行う。 

 
  【構築にあたって】 

 各部局であらかじめ作成した行動計画やマニュアルでの対応を基本と
するが、定めの無い場合等については、以下の対応による。 

     ①単独部局で対応を完結する場合 
ａ）所管部局主管課は、総務部広報広聴課と連携し、広報体制を構築す

る。 
ｂ）所管部局は広報責任者を置く。 
ｃ）所管部局は、必要に応じ、報道機関への広報（取材）担当者を複数

名置く。 
     ②本部体制に至らず複数部局で対応を完結する場合 

ａ）所管部局主管課は、関係部局主管課及び総務部広報広聴課と協議し、

広報における役割分担を決定するとともに、広報体制を構築する。 
ｂ）所管部局及び関係部局は、各部局ごとに広報責任者を置く。 
ｃ）所管部局及び関係部局は、必要に応じ、ａで決定した役割分担に基

づき、報道機関への広報（取材）担当者を複数名置く。 
     ③全庁横断的（本部体制等）に対応する場合 
      『本部体制前』 

ａ）所管部局主管課は、危機管理部危機管理課、関係部局主管課及び

総務部広報広聴課と協議し、広報における役割分担を決定するとと

もに、広報体制を構築する。 
ｂ）所管部局が不明確で、特定、又は決定できない時点では、危機管
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理部が所管部局としての役割を担う。 
ｃ）所管部局、危機管理部及び関係部局は、各部局ごとに広報責任者

を置く。 
ｄ）所管部局、危機管理部及び関係部局は、必要に応じ、ａで決定し

た役割分担に基づき、報道機関への広報（取材）担当者を複数名置

く。 
     『本部体制後』 

ａ）本部事務局に広報班を置き、広報班長には総務部広報広聴課長を

充てる。 
ｂ）広報班の班員は、所管部局、関係部局及び総務部広報広聴課の職

員で構成する。 
ｃ）所管部局主管課は、危機管理部危機管理課、関係部局主管課及び

総務部広報広聴課と協議し、広報における役割分担を決定するとと

もに、役割分担に基づき広報体制を構築する。 
ｄ）所管部局が不明確で、特定、又は決定できない時点では、危機管

理部が所管部局としての役割を担う。 
ｅ）所管部局、危機管理部及び関係部局は、各部局ごとに広報責任者

を置く。 
ｆ）所管部局、危機管理部及び関係部局は、必要に応じ、ｃで決定し

た役割分担に基づき、報道機関への広報（取材）担当者を複数名置

く。 
 
 （２）報道機関への情報提供 

 広報責任者は、広報担当者による広報（取材）対応の徹底を図るとともに、
報道機関に対する広報窓口の周知徹底を図る。 

 広報責任者は、報道機関に対して、広報担当者による正確かつ速やかな情
報提供の徹底を図るとともに、必要に応じ、知事等による記者会見を実施

するよう努める。 
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第４章 事後対策 
 
１ 復旧対策の推進 
 （１）基本的考え方 

 所管部局は、県民生活や社会経済活動等への影響を最小限に抑えるため、
可能な限り迅速かつ円滑な復旧を図る。 

 上記の実施にあたり、協力の要請を受けた各部局は、可能な限り支援活動
を実施する。 

 
 （２）安全確認と周知 

 所管部局は、応急対策が概ね終了したと認められるときは、関係部局及び
関係機関と協力・連携し、早急に安全性の確認を行う。 

 安全性の確認がなされた場合は、報道機関を通じて情報提供を行うととも
に、県のホームページや広報紙など、各種の広報媒体を活用して県民に周

知を図る。 
 必要に応じ、知事等による終息宣言又は安全宣言を実施する。 

 
 （３）風評被害の影響軽減 

 所管部局及び関係部局は、必要に応じ、他部局や関係機関と協力・連携し、
風評被害の拡大を早急に食い止めるための広報活動を継続実施する。 

 
２ 再発防止策の検討 
 （１）対応の評価 

 所管部局は、当該危機事象への対応が終息した時点で、それまでの対応等
の総括を行い、緊急連絡や応急対策の事後評価、改善策の検討を行う。 

 所管部局は、関係部局や関係機関に対して、事後評価等の情報提供、共有
化を行うとともに、今後の対応のあり方について、必要に応じ、見直しを

図る。 
 
 （２）行動計画等の見直し 

 各部局は、この指針や関係法令等の改正、事後評価による改善等を踏まえ、
所管する行動計画やマニュアルの見直しを行う。 

 行動計画やマニュアルの見直しを行った場合は、速やかに、危機管理部、
関係部局、関係機関等に周知する。 

 
 （３）指針の見直し 

 危機管理部は、発生した危機事象への全庁的な対応状況を踏まえ、適宜、
この指針の見直しを行う。 
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部局名                 
 

危機管理調整責任者 
注）各部局の副部長相当職（公営企業局は次長（総括）、教育委員会は教育次長（総括）、交通運輸

担当は運輸政策課長）をもって選任してください。 

職名 氏 名 住   所 内 線 
自宅電話 

携帯電話 

勤務地への参集 

に要する時間 

(交通手段) 

      

(     ) 
 

危機管理連絡員 
注）各部局の主管課課長補佐及び総務（若しくは部内取りまとめ）担当チーフを基本に選任してくだ

さい。（部局で別に適任者を選任した場合は、その者を記載） 

所属課名 職名 氏 名 住   所 
内 線 

自宅電話 

携帯電話 

勤務地への参集 

に要する時間 

(交通手段) 個人携帯電話ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

       

 

(     )  

       

 

(     )  

 

危機管理連絡員の代替参集者 
注）危機管理連絡員のいずれも参集できない場合を想定し、２名以上選任してください。 

参集 

順位 
所属課名 職名 氏 名 住   所 

内 線 
自宅電話 

携帯電話 

勤務地への参集 

に要する時間 

(交通手段) 個人携帯電話ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

１ 

       

 

(     )  

２ 

       

 

(     )  

３ 

       

 

(     )  

 

    ※氏名にはフリガナをつけてください。 
    ※自宅、携帯電話はどちらか一方でもかまいませんが、確実に連絡の取れる番号を記載してください。 

様式１ 
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 様式２   
 

                                              部局名                 
 

危機管理本部員（本部要綱第３条関係） 
（警察本部長、教育長、公営企業局長、各部局の長、理事（交通運輸政策担当）） 

 

 

職  名 

 

 

氏  名 

 

 

住    所 

内 線 
自宅電話 

携帯電話 

携帯電話メールアドレス 

     

 

 

 

危機管理本部連絡員 
注）各部局の危機管理連絡員との重複を基本に選任してください。 

危機

管理

連絡

員 

注） 

 

 

所属課名 

 

 

 

 

職名 

 

 

氏 名 

 

 

住   所 

内 線 
自宅電話 

携帯電話 
勤務地への参集 

に要する時間 

(交通手段) 
個人携帯電話ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

        

 

 

 

(     ) 

 

        

 

 

 

(     ) 

 

注）各部局の危機管理連絡員に該当する方に「○」を記入してください。 
 

    ※氏名にはフリガナをつけてください。 
    ※自宅、携帯電話はどちらか一方でもかまいませんが、確実に連絡の取れる番号を記載

してください。 
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 様式３   
 

                                              部局名                 
 

危機管理本部各課連絡員 

 

                                           課名                 
 

○各課連絡員 
 注）２名以上選任してください。 

 

 

職名 

 

 

氏  名 

 

 

住   所 

 

電   話 

風水害時 

勤務地への参集に 

要する時間 

(交通手段) 

震災時 

勤務地への参集に 

要する時間 

(交通手段) 

 

庁 内 

自宅電話 

携帯電話 

      

 

 

(      ) 

 

 

 

(      ) 
      

 

 

(      ) 

 

 

 

(      ) 
      

 

 

(      ) 

 

 

 

(      ) 
   
※氏名にはフリガナをつけてください。 

  ※自宅、携帯電話はどちらか一方でもかまいませんが、確実に連絡の取れる番号を記載
してください。 
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 様式４－１   

 

                                              部局名                 
 

各部局の理事・副部長・主管課長等 
 

○理事、副部長等 

 

職    名 

 

氏  名 

 

住    所 

電    話 

庁 内 自 宅（携 帯） 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 
 

○各部局主管課長、課長補佐 

 

職    名 

 

氏  名 

 

住    所 

電    話 

庁 内 自 宅（携 帯） 

     

     

 

 

    

     

 
※氏名にはフリガナをつけてください。 

  ※自宅、携帯電話はどちらか一方でもかまいませんが、確実に連絡の取れる番号を記載
してください。 
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様式４－２   

 

                                              部局名                 
 

○その他（所属部局において記載） 
【秘書課】 

職    名 氏  名 住    所 
電    話 

庁 内 自 宅（携 帯） 

課 長 
 

 

   

企画監 
 

 

   

課長補佐 
    

課長補佐 

（政策調整担当） 

    

課長補佐 

（政策調整担当） 

    

課長補佐 

（政策調整担当） 

    

知事秘書 
    

副知事秘書 
    

 
【広報広聴課】 

職    名 氏  名 住    所 
電    話 

庁 内 自 宅（携 帯） 

課 長 
 

 

   

課長補佐 

（広報担当） 

 

 

   

チーフ 

（広報担当） 

    

 
 
※氏名にはフリガナをつけてください。 

  ※自宅、携帯電話はどちらか一方でもかまいませんが、確実に連絡の取れる番号を記載
してください。 

 
（注意）「様式４－２」記載の課名及び職名は、指針改定とは別に随時修正を行う。 



－　資料１　－　　

＜想定される主な危機事象の例＞

ﾌｪｰｽﾞ 対応ﾚﾍﾞﾙ

高知県新型インフルエンザ対策
行動計画及び各種マニュアル

有 有

（高病原性鳥インフルエンザ） 健康危機管理基本方針
高知県新型インフルエンザ対策
行動計画
高知県高病原性鳥インフルエン
ザ対応マニュアル

有 有

健康危機管理基本方針
高知県ＳＡＲＳ対応マニュアル

有 有

健康危機管理基本方針
健康危機管理マニュアル

健康危機管理基本方針
健康危機管理マニュアル

健康危機管理基本方針
健康危機管理マニュアル

野鳥における対応技術マニュア
ル

文化生活部

高病原性鳥インフルエンザ防疫
マニュアル

高知県口蹄疫防疫対策マニュア
ル

そ
の
他

危機管理部

高
知
県
地
域
防
災
計
画

大
規
模

災
害

所管部局
（設定の有無）

健康政策部

硫化水素発生事案

毒物・劇物による重大な健康被害

その他の重大な健康被害

新型インフルエンザ

ＳＡＲＳ

類型 想定される危機事象 対応計画、マニュアル　等

危
機
管
理
指
針
（

仮
称
）

感
染
症

重
大
家
畜
伝
染
病

健
康
危
機

区分

高
知
県
国
民

保
護
計
画

武力攻撃事態
（着上陸侵攻、弾道ミサイル攻撃等）

危機管理部
ＮＢＣ攻撃
（核兵器、生物兵器、化学兵器攻撃等）

緊急対処事態
（核兵器、生物兵器、化学兵器攻撃等）

農業振興部

左記計画により別途整理

左記計画により別途整理

風水害

危機管理部

大規模火災（林野火災等）

放射性物質の大量放出

危険物災害、大規模事故等

大
規
模
事
故

航空事故

鉄道事故

海上事故

道路事故

地震（津波）災害

高病原性鳥インフルエンザの発生（野鳥）

高病原性鳥インフルエンザの発生（養鶏）

口蹄疫の発生

爆発による大規模災害

流出油災害（海上、陸上とも）



 

－ 資料２ － 

高知県危機管理本部設置要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、高知県危機管理本部（以下「本部」という。）の組織及び運営等に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

 （設置等） 

第２条 知事は、県民の生活、生命、身体、財産等に重大な危害を及ぼす、又は及ぼすお

それのある危機事象に対し、各部局が連携して全庁をあげ対処する必要があると認める 

ときは、本部を設置することができる。 

２ 本部が設置された後に、災害対策基本法第２３条第１項による災害対策本部が設置さ

れたとき又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第２７条

第１項及び第１８３条において準用する第２７条第１項により、国民保護対策本部若し

くは緊急対処事態対策本部が設置されたときは、本部は廃止する。 

３ 本部の名称については、その都度、本部長が別に定める。 

  

 （構成） 

第３条  本部の構成員は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 (１) 本部長 

 (２) 副本部長 

 (３) 本部員 

２ 本部長は、知事をもって充てる。 

３ 副本部長は、副知事をもって充てる。 

４ 本部員は、警察本部長、教育長、公営企業局長、各部局の長、理事（交通運輸政策担

当）及び本部長が指名する者をもって充てる。 

 

 （職務） 

第４条 本部長は、本部を代表し、その事務を統括する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

３ 本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に参画するものとする。 

 

 （所掌事務） 

第５条 本部は、次の各号に掲げる事務を所掌する。 

 (１) 情報の収集、分析及び伝達に関すること 

 (２) 初動対応及び応急対策に関すること 

 (３) 関係機関との連絡調整に関すること 

 (４) 県民に対する広報に関すること 

 (５) その他危機管理に係る重要事項に関すること 

 

 （幹事会） 

第６条 本部の活動を補佐するため、必要があると認めるときは、本部長は本部の下に幹

事会を設置することができる。 

２  幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、その都度、本部長が別に定める。 

 

 （学識経験者等の参画） 

第７条 本部長は、必要に応じて、本部及び幹事会に学識経験者、関係機関の職員等の参

画を求めることができる。 

 



 

 （事務局） 

第８条 本部の事務を処理するため、本部に事務局を置く。 

２ 事務局に事務局長及び事務局職員を置く。 

３ 事務局長は、本部長が指名する者をもって充てる。 

４ 事務局職員は、危機管理部危機管理課及び関係部の職員をもって充てる。 

 

 （本部の廃止） 

第９条 知事は、第５条の事務が概ね終了したと認めたときは、本部を廃止するものとす

る。 

 

 （委任） 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に

定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１５年１１月４日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１７年４月２２日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２２年１１月１５日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （注意） 

 当該要綱に見直しのあった場合は、高知県危機管理指針の見直しとは別に、適

宜、見直し後の要綱を資料２として差し替えを行う。 
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